
⻘⼭7丁⽬地区
⽤途地域の変更及び
地区計画の策定について



線引き

出典：国⼟交通省ホームページ
（http://www.milt.go.jp/crd/city/plan/03_mati/)を加⼯

都市計画について
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吉川都市計画区域
（⾮線引き都市計画区域）

都市計画区域外

東播都市計画区域
（線引き都市計画区域）

三⽊市都市計画総括図
- 2 -



都市計画について

都市計画によって定められる区域で、既に市街地を
形成している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計
画的に市街化を図るべき区域です。
⽤途地域等を指定し、道路や公園、下⽔道等の整備

を⾏い、住宅や店舗、⼯場など、計画的な市街化を図
ります。

都市計画によって定められる区域で、豊かな⾃然環
境や農地などを守るとともに、無秩序な開発を防ぐた
め市街化を抑制する区域です。

市街化調整区域

市街化区域

- 3 -



用途地域について

⽤途地域
建築物が無秩序に混在することを防ぐため、住居、商業、工業など市街地の

大枠としての土地利用を定めた１３種類の地域のことです。

住
居
系

商
業
系

⼯
業
系

田園住居地域

農業と調和した低層住宅の環境を守るための
地域です。住宅に加え、農産物の直売所などが
建てられます。
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地区計画とは

都市計画に定められる制度で、良好な都市環境の整備と保全を図るため
に、地域のまちづくりの⽬標にあわせ、⽤途地域などで定められている建
築ルールを厳しくしたりしながら地域の特性に応じたルールを定めること
ができる制度です。

地区計画について

地区計画に定められる内容

・建築物等の⽤途の制限
・建築物の容積率の最⾼限度⼜は
最低限度

・建築物の敷地⾯積⼜は建築⾯積
の最低限度

・壁⾯の位置の制限
・建築物の⾼さの最⾼限度⼜は
最低限度

・建築物等の形態⼜は⾊彩その他
の意匠の制限

・垣⼜は柵の構造の制限
等
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緑が丘駅

位置図
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連携することで、魅⼒を⾼めいつまでも住み続けられるまちをつくる

⼈材養成 介護・福祉健康づくり ⼦育て⽀援 多世代交流 移住・住替え

多世代の住⺠が快適でいつまでも住み続けられるまち

地
域
課
題
の
解
決

三⽊市

⼤和ハウス コープこうべ
協同学苑

創志学園

⼈⼝減

空き家

⾼齢化

⻘⼭７丁⽬で
解決すること
をめざす

関西国際大学

若年層の転出

若年層の転出
介護施設へ

住民

※⼤和ハウス ハウスメーカーで⼤阪に本社を置く。⻘⼭、緑が丘の団地を造成。⻘⼭7丁⽬に空き地を所有。
コープこうべ協同学苑 ⻘⼭7丁⽬にて研修、宿泊、レストラン施設等を展開。
創志学園 学校法⼈で神⼾に本部を置く。⼤学、専⾨学校、⾼校、幼児まで幅広く教育活動を展開。⻘⼭7丁⽬に空き地を所有。
関⻄国際⼤学 ⻘⼭7丁⽬にて野球グラウンド、学⽣寮を整備。

⻘⼭７丁⽬整備イメージ（案）について
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⼤和ハウス⼯業
創志学園

コープこうべ
協同学苑

関⻄国際⼤学

現況写真
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※この資料は計画イメージです。今後各課との協議、法的、事業的な⾯の検討を進め、変更改善していくものです。

【介護・福祉系】
・デイサービスセンター
・特別養護⽼⼈ホーム等

【サービス拠点系】
・カフェ、レストラン等 ・クラウドワーク施設
・リビングラボ（学び） ・⼦育て⽀援等
・お試し居住施設等

【事務所系】
・⽣涯活躍のまち推進機構等
・⾏政サービスステーション
・サテライトオフィス

現状では建物⽤途の制限
があるため、都市計画
（⽤途地域）の⾒直しの
⼿続きが必要

⾚字：⽤途地域の⾒直しが必要な建物⽤途

これまでの⼾建住宅団地
において、いつまでも住
み続けられるまちをつく
るために、必要な要素
（建物）を加えることに
より解決をめざす。

⼤和ハウス⼯業整備イメージ（案）について
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⻘⼭中央公園 ⻘⼭中央公園

都市計画変更前後の計画図
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○：建てられる×：建てられない
現在の⽤途地域 変更予定の⽤途地

域
地区計画

第⼀種中⾼層
住居専⽤地域 第⼀種住居地域

⼾建住宅、住宅で店舗等を兼ねるもの ○ ○ ○
共同住宅、寄宿舎⼜は下宿 ○ ○ 〇

⽼⼈ホーム、保育所、福祉ホーム等 ○ ○ ○

店
舗

床⾯積が150㎡を超え、500㎡以下のもの 〇 〇 〇
床⾯積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの × 〇 〇
床⾯積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの × 〇 ×
ホテルや旅館等の宿泊施設（3,000㎡以下） × ○ 〇

⾃家⽤倉庫（商品お届け拠点） × ○ 〇
事務所（3,000㎡以下） × 〇 〇

農産物の⽣産、集荷、処理施設 × 〇 〇
ボーリング場、畜舎等 × 〇 ×

⼩規模な⼯場 × 〇 ×

用途地域内の建築物の制限
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⼾建専⽤住宅地区

１．１⼾建ての住宅
２．診療所
３．巡査派出所等公益上必要な建築物
４．集会所その他これに類するもの
５．上記の建築物に附属するもの

⼾建住宅地区

１．「⼾建専⽤住宅地区」に掲げる建築物
２．兼⽤住宅（⼀⼾建て住宅で、延べ⾯積の
２分の1以上を居住に⽤い、かつ、事務所
等の⽤途を兼ねるもので、兼⽤⽤途に係る
床⾯積の合計は５０㎡以下のもの）

３．診療所
４．巡査派出所等公益上必要な建築物
５．集会所その他これに類するもの
６．上記の建築物に附属するもの

共同住宅地区

１．「⼾建専⽤住宅地区」に掲げる建築物
２．共同住宅

⻘⼭公⺠館

⻘⼭中央公園

⻘⼭地区地区計画概要

変更検討箇所

⻘⼭地区の現在の地区計画
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現在建築可能な主な建築物

都市計画変更により新たに
許容される建築物

・⼾建住宅、住宅で店舗等を兼ねるもの
・共同住宅、寄宿舎⼜は下宿
・学校、図書館
・⽼⼈ホーム、保育所、福祉ホーム
・診療所
・巡査派出所、公益上必要な建築物
・⼤学、⾼等専⾨学校、専修学校
・病院
・⽼⼈福祉センター、児童厚⽣施設

・ホテルや旅館等の宿泊施設
・⾃家⽤倉庫（商品お届け拠点）
・事務所
・農産物の⽣産、集荷、処理施設

青山７丁目地区地区計画概要

地区計画案の概要（建築物の用途制限）
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7丁目全体が、連携し補完する建物用途イメージ図都市計画見直しの範囲

赤字：

用途地域の見直しが

必要な建物用途

【現状】

第一種中高層住居

専用地域

【変更素案】

第一種住居地域

赤字の施設整備が

可能

：都市計画見直しの範囲
※この資料は計画イメージです。今後各課との協議、法的、事業的な面の検討を進め、変更改善していくものです。

【めざす姿】

これまで培ってき
たまちの礎を守り
つつ、多様性を加
えることにより、
いつまでも住み続
けられるまちをつ
くる。

青山７丁目全体が、連携し補完する建物用途イメージ

事務所系事務所系

事務所系事務所系

戸建住宅戸建住宅

宿泊施設宿泊施設
研修施設研修施設

商品お届け拠点商品お届け拠点

介護・福祉系介護・福祉系

サービス拠点系サービス拠点系

雇用機会創出雇用機会創出

集合住宅集合住宅

ケア付き住宅ケア付き住宅

レストランレストラン
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○：建てられる×：建てられない
研修施設地区
（コープこうべ
協同学苑）

多世代共⽣地区
（⼤和ハウス
⼯業）

⽂教施設地区
（創志学園）

⼾建住宅、住宅で店舗等を兼ねるもの ○ ○ ○
共同住宅、寄宿舎⼜は下宿 ○ ○ 〇

⽼⼈ホーム、保育所、福祉ホーム等 〇 ○ ○
診療所 〇 〇 〇

⼤学、⾼等専⾨学校、専修学校 × × 〇
病院 × 〇 〇

⽼⼈福祉センター、児童厚⽣施設 × 〇 〇
店舗の床⾯積が150㎡を超え、500㎡以下のもの 〇 〇 〇
店舗の床⾯積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの 〇 × ×

事務所（1,500㎡以下） 〇 ○ 〇
ホテルや旅館等の宿泊施設（500㎡以下） 〇 ○ ×
ホテルや旅館等の宿泊施設（3,000㎡以下） 〇 × ×

⾃家⽤倉庫（商品お届け拠点） 〇 × ×
農産物の⽣産、集荷、処理施設 × 〇 ×

スポーツ練習場 〇 × ×
展⽰場 〇 × ×
集会所 〇 × ×

各地区ごとの建てられる建築物
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地区計画案の概要（用途制限以外）

【敷地⾯積の最低限度】
１６５㎡以上

※狭⼩敷地による居住環境
の悪化を防⽌する

【かき⼜は柵の構造の制限】
１．道路に⾯する垣⼜は柵は、
⽣け垣⼜は⾒通しの妨げとなら
ない構造とし、閉鎖感のないよ
う意匠に配慮する。

２．道路の隅切り部に⾞の出⼊り
⼝を設置してはならない。

【建築物の⾼さの最⾼限度】
16m以下かつ３階以下

3階以下
16m以下

【壁⾯の位置の制限】
道路境界線及び隣地境界線から
建築物の外壁⼜はこれに代わる
柱の⾯までの距離は１ｍ以上
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下
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議

下
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答

〇 〇 ○

〇

〇 〇

〇 〇

議
決

都
市
計
画

審
議
会

県
民

局

県

市
広
報

条
例

1月12月月 2月 3月 2月 3月

用
途
地
域

決
定
告
示

地
区
計
画

7月 8月 9月 10月 11月4月 5月 6月

年度 令和２年度 令和３年度

2週間

素案説明

素案閲覧

説明会

条例の内容作成・協議

条例縦覧

説明会

素案作成

素案作成

３週間

法定
縦覧

法定
縦覧

2週間

2週間

素々案説明
付議議決

10/1開催

都市計画変更スケジュール案
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